
幼児教育に関する相談について

＊県幼児教育スーパーバイザー等の助言のもと回答します。

○市町や各施設からの幼児教育に関する相談を受け付けます。
＜各施設＞⇒幼稚園、保育所（地域型保育事業含む）、認定こども園

○相談の流れ
１ 市町・各施設から、三重県幼児教育センターへメールを送信
２ 三重県教育センターからメール等で回答
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１．相談内容（メールで送信）

○メール送信時の記載内容
・相談内容
・市町、施設名
・担当者名
・連絡先
（メールアドレス、電話番号）

２．回答（メール等）


